
名

称

第

二

千

六

百

十

一

号

平

成

二

十

七

年

一

月

六

日

事

務

取

扱

店

舗

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
の
指
定

(

下
呂
農
林
事
務
所)

二

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

三

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

の
公
金
の
収
納
又
は
支
払
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
金
融
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行

令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下｢

令｣

と
い
う
。)

第
百
六
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

令
第
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
金
融
機
関
は
株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
と
し
、
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
代
理
金
融
機
関
は
株
式
会
社
十
六
銀
行
と
し
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
収
納

代
理
金
融
機
関
は
別
表
に
掲
げ
る
金
融
機
関(

令
第
百
六
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
に
関

す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

に
基
づ
い
て
公
金
の
収
納
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

別
表
名
称
の
欄
に
掲
げ
る
金
融
機
関
及
び
楽
天
銀
行
株
式
会
社)

と
す
る
。

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ

の
効
力
を
失
う
。

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号)

は
、
平
成
二
十

七
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

別
表
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日



益
田
信
用
組
合

飛�
信
用
組
合

イ
オ
信
用
組
合

岐
阜
商
工
信
用
組
合

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

桑
名
信
用
金
庫

尾
西
信
用
金
庫

西
濃
信
用
金
庫

八
幡
信
用
金
庫

関
信
用
金
庫

東
濃
信
用
金
庫

高
山
信
用
金
庫

大
垣
信
用
金
庫

岐
阜
信
用
金
庫

株
式
会
社
第
三
銀
行

株
式
会
社
名
古
屋
銀
行

株
式
会
社
愛
知
銀
行

株
式
会
社
富
山
第
一
銀
行

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

株
式
会
社
滋
賀
銀
行

株
式
会
社
八
十
二
銀
行

株
式
会
社
北
陸
銀
行

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行

株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 岐
阜
県
内
所
在
の
店
舗

岐
阜
県
内
所
在
の
店
舗
及
び
中
村
支
店

同 同 国
内
所
在
の
店
舗

飛�
農
業
協
同
組
合

東
美
濃
農
業
協
同
組
合

陶
都
信
用
農
業
協
同
組
合

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

い
び
川
農
業
協
同
組
合

西
美
濃
農
業
協
同
組
合

ぎ
ふ
農
業
協
同
組
合

岐
阜
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

東
海
労
働
金
庫

近
畿
産
業
信
用
組
合

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

岐
阜
県
告
示
第
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
夏
焼
字
日
影
山
三
二
二
一
の
一
、
三
二
二
六
の
三
、
三
二
二
六
の
四
、
字
登
尾
三
二
五
五

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
下
呂
農
林
事
務
所
及
び
下
呂
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぎ
ふ
村

三

代

表

者

の

氏

名

小
笠
原

孝
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
茄
子
川
字
中
畑
一
一
二
番
地
七
四
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
及
び
施
設
で
自
立
の
為
に
援
助
が
必
要
な

高
齢
者
、
障
害
者
、
青
少
年
や
そ
の
家
族
、
そ
の
他
の
支
援
を
必

要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
住
民
参
加
と
助
け
合
い
の
精
神
に
も

と
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
ざ
し
た
健
康
増
進
と
自
立
支
援

の
為
に
種
々
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
又
、
生
活
習
慣
病
及
び
認

知
症
の
予
防
と
改
善
を
目
的
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動

を
通
じ
て
、
全
て
の
人
々
が
自
立
し
て
日
々
健
康
で
充
実
し
た
生

活
を
営
め
る
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

池
田
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
大
字
宮
地
の
一
部(

宮
地
北)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町(

大
字
宮
地
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町(

大
字
宮
地
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
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平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


